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マルチメデ ィア化 と情報通信市場の変革
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バーチャル リアリティ会議システムの実験風景

昭和60年 、 日本電信電話公社の民営化、電気通信事業法 の施行等 による情報通信市場への競争原理の

導入か ら10年 が経過 し、21世紀 を目前 に控 えた現在、我が国の情報通信市場は大 きな転機 を迎 えている。

近年、デジタル技術 をは じめ とす る情報通信技術 の長足の進歩 によ り、マルチメデ ィア化 をは じめ、

通信 と放送の融合、モバ イル化、グ ローバル化等情報通信の高度化 ・多様化 の動 きが進展 しつつあ る。

このような動 きに伴 い、情報通信市場 においては、旧来の通信 ・放送サービスに加 え、映像伝送、双方

向i生等の特i生を生か し、かつ変容す る利用者ニーズに対応 した情報通信サー ビスの研究開発、ニュービ

ジネスの振興 による新 たな市場 の形成が始 まってお り、業種 や国境 を越 えた企業 間の戦略的提携等の動

きが活発 になってい る。

一方
、我が国 をは じめ先進諸外国 においては、時間 ・空間 を克服す る情報通信 は、持続 的経済成長、

雇用の拡大、地球環境問題への対応等の課題 を解決す る決 め手であ り、 また、情報通信産業は高い成長

性 を秘 めた21世 紀の基幹産業であ る と認識 の下、情報通信基盤 の整備 に向けた情報通信戦 略が展開 され

ている。 さらに、最近、 こうした取組 を世界的規模で実施 しようとす るグ ローバル な情報通信基盤 の実

現 に向けた動 きが急速 に進展 しつつあ る。

このような状況の下、将来のグ ローバル な情報通信市場 を射程 に入れ、我 が国の経済力の維持 ・向上

に資する情報通信産業の国際競争力の向上 を図 り、公正有効競争基盤の整備等 を進 めることによ り、我

が国の情報通信市場 を一層活性化す ることが急務 となっている。

そこで、第3部 においては、マルチメディア化 をは じめ とす る近年の情報通信 の進展の動向 と情報通

信市場の変革 を特集 として取 り上 げ、現在の情報通信市場 をめ ぐる動向を、政府(各 国の情報通信戦 略:

第1章)、 利用者(利 用者ニーズの変化:第2章)、 情報通信産業(研 究開発の動向:第3章)の3つ の

側面か ら紹介す る とともに、 旧AT&Tの 分割以降、ダ イナ ミックに変容 して きてい る米国の情報通信

市場 を一例 として取 り上 げて分析 し(第4章)、 最後 に我が国の情報通信市場の変革に向 けた課題 とそれ

に資す る情報通信政策につ いて明 らかにす るこ ととしたい(第5章)。
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社会経済 にお ける重要 なイン フラの一つで あ る情報 通信 ネ ッ トワー クは、 公共性 を維持 しっっ

効率 的 な設備投資 の促 進等 に よ り整備 してい くべ きであ る との観 点 か ら、各 国 にお いて、国家に

よるコン トロールの下で発展 して きた経緯 を持 つ。 こう した政策 の下で、基本的 な情報通信ネッ

トワー クの整備が ほぼ行 き渡 った先進 諸国 にお いて は、情報通信 市場 を活 性化 し、高度化す る利

用者 ニーズへの よ り機動 的 な対応 を図 るため、規制 の在 り方 を見直 し、 また、競争原理 の導入に

よって、料金の低廉化 、サ ー ビスの多様化等 を図 って きてい る。 また、飛躍 的 な技 術革新 力精 報

通信 の可能i生を大 幅 に広 げ、 マル チメデ ィア化等、新 たなニー ズへの対応 も進 みつつあ る。

一方、 さ らに高度化 された情報通信基盤 の整 備 は、各国の社会経済 の発展 に寄与 す るのみなら

ず、雇用 ・環境等 の地球的規模 で の対応 が必要 な課題 の解決 に も有効 な もの と認識 され、各国及

び国際機 関 にお ける積極 的 な取 組が具体化 されつつあ る。 こうした認識 の高 ま りを背景 に、国際

的 に も、1994年9月 の世界電気通信 閣僚会合、1995年2月 の情報社会 に関す る関係 閣僚会合等が

開催 され るな ど、情報 通信基盤 の整備へ の取組が急速 に進展 してい る。

ここで は、 こ うした現在 の情報通信政策 の世界的 なす う勢 を明 らか にす るた め、主要諸外国等

の情 報通信政 策の概要 を紹 介す る とともに、 その位置づ け ・戦 略 を考察す る。

第1節 米国

1情 報 通信 政 策 の 枠 組 み

米 国 にお いて は・ 情 報 通 信 政 策 は、 連 邦 レベ ル と州 レベ ル で それ ぞ れ権 限 を分 有 して い る。

連 邦 レベ ル で は・ 独 立 行 政 委 員 会 で あ る連 邦 通 信 委 員 会(FCC:FederalCommunications

Commission)が ・国 際'州 際通 信 に対 す る規 制 、放 送 規 制 、電 波監 理 等 を担 当 し、商務 省 電 気通

信i青報 庁(NTIA:NationalTelecommunicationsandInformationAdministration)が 情

報 通 信政 策 ビ ジ ョンの 策 定 ・提 案 等 を担 当 して い るほ か 、 司法 省 反 トラ ス ト局 が
、 独 占禁止 法 に

基 づ く活 動 を行 っ て い る・ また ・議 会 は ・立 法 に よ る制 度 ・政 策 の策 定 を行 い
、 裁 判 所 は、政 府

の 決 定 に対 し訴 訟 が起 こ され た場 合 ・ 判 決 とい う形 で 司法 判 断 を下 し
、例 えは尺AT&T分 割 を
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決定 した修正 同意審決(MFJ:ModifiedFinalJudgement)1二 関連 す る事項(見 直 し、特認等)

にっいてはワシン トン連邦地裁が担 当 してい る。

州 レベルで は、 各州 の公益事業委員会が州 内通信 につ いての規制等 の権限 を有 し、連 邦 レベ ル

と同様の枠組みが作 られて いる。

こうした枠組 みの中、米 国の情報通信市場 は、1984年 のAT&T分 割後の体制 を基礎 とした競

争促進政策が推進 されて いる。 その結果、長距離通信分野で は、通信料金の低廉 化 が進 み、地域

通信分野 において も、AT&T分 割 によってで きた7社 の地域持株会社(RHC:RegionalHold-

ingCompany)が 互 いに競争 し、活性 化が進 展 してい る。 また、RHCを 中心 に、長距離通信事

業者、ケーブル テレビ事業者、 ソフ ト事業者等 が相互 に連携 を行 う中、ダ イナ ミックな競争市場

が創出されつつあ る。

情報通信基盤 の整備 につ いては、 これ まで民間の電気通信事業者 を中心 に推進 され、政府 によ

る積極的な関与 はほ とん ど見 られなか った。 しか し、現政権 にお いては、情報通信基盤 の整備 を

米国経済 の再生 に資 す る もの として大 き く取 り上 げ、政府、情報 通信産業 及び利用者 を巻 き込ん

だ幅広 い議論 が行 われてい る。

2主 な情報通信政策

川 電気通信 改革法案

ア 背景

米国における電気通信事業 は、情報通信 に関す る基本法 的1生格 を有 す る 「1934年通筒 去」に基

づ き設立 されたFCCに よ る規制 の下で、 旧AT&T(ベ ル ・システム)を 初 め とす る民間事業

者によって市場の拡大 が図 られて きた。

しか し、1960年 代末 か ら1970年 代 にか けて、技術革新 によ る通信 の高度化、利用者 ニー ズの拡

大等 を背景 に、電気通信政 策 は規制の緩和 及び競争 の促進 の方向へ転換 され、1982年 のMFJに

基づ き、1984年 に旧AT&Tは 、長距離 ・国際通信事業 を行 うAT&Tと 、地域通信事業 を行 う

22社 のベル電話会社(BOC:BellOperatingCompany)を 傘下 に持 つ7社 のRHCと に分割 さ

れた。

これを発端 として、長距離通信事業者間の競争が進 展 し、長距離通信事業者 及び利用者の双方

において、 よ り良質 かつ低廉 な地域 通信網へのニー ズが高 まった こ と等 を背景 に、地域通信事業

において も、都市部 を中心 に新 た に光 ファイバ網 を敷設 し、 長距離通信事業者へ のアクセスサ ー

ビス、市内通信サー ビス等 を行 う競争 アクセ ス事業者(CAP:CompetitiveAccessProvider)

が出現 し、BOCと の競争が進 展 して いる。

一方
、RHCが 自社営業エ リア内で ケー ブル テ レビ事業 を行 うことは、「1984年 ケーブル通信政
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策法」 によって禁 じられていた こ ともあ り、実質的 にほぼ独 占かつ料金 に関 しては非規制 という

状況 にあったケー ブル テ レビ事業者 に よ り、料金 の大幅 な値 上 げ等が行 われた。 この ため、「1992

年 ケーブル テレビ消費者保護及 び競争法」が成立 し、料金規制 を中心 にケーブル テレビ事業者に

対 し規制が行 われた。 また、 これ に先立 ち、FCCが 電話会社 に よる映 像番組 の伝送 を許可する

「ビデ オ ・ダ イヤル トー ン裁定」(1992年)を 下 し、 これ を受 け、RHC等 によ るビデ オ ・ダ イヤ

ル トー ン実験 や商 用化 の動 きが見 られ る。

米国で は、 この よ うなRHC等 にお いて指 向 されて い る事業 の拡 大へ の制度 的対応 の気運が高

まって きてい る。

イ 電気通信 改革法案の概要

1994年6月 、連 邦議 会下 院 にお いて、電気通信 の改革 に関す る2つ の法案 が相次 いで可決 され

た、一 方 は、RHCに よる長距 離通信 及び機器製 造の禁止 を条件 付 きで解 除す るこ とを主な内容

としてお り、他方 は、RHCに よる自社営業 エ リア内で の ケーブル テ レビ事業 の兼営 を条件付 き

で認 め るこ とを主 な内容 としてい る。可決 された両法 案 は一本化 され、 同様 の趣 旨を内容 として

上 院で審議 されて いる 「1994年通イ百去案」 との調整 を待つ こ と となった。

しか しなが ら、同法案 は、BOCの 独 占 となってい る地域 通信 市場 に競争 原理 を導 入す ること

の見返 りとして、他分野 への進 出を認 めてい こう とす る意図が あったた め、法 案 中に盛 り込 まれ

ていたBOCに 対 す る独 占力濫用 の防止策等 につ いて、RHC等 が反対 して いた。 このた め、上

院 にお け る同法案 の審議 は9月 に打 ち切 られ、下院で可決 された法案 との一本 化 に よる包括的な

電気通信 改革法案 は、1994年 末で終 了す る会期 にお いては廃案 となった。

なお、1995年1月 に、新会期 の開会 に伴 い、前掲 の法 案 を一部修正 した新法 案が下院で再提出

され る とともに、上 院 にお いて も同様 な内容 の法 案が提 出 され るな ど、 競争 を促 進す る動 きが強

まってお り、今後 の電気通信 改革法案 の行方が注 目されて いる。

(2)情 報通信基盤の整備構想

ア 背景

米 国 にお ける財政収支 の状況 をみ る と、1993年 度 に約2千5百 億 ドル の赤字 を抱 えてお り、現

政権 にお いて も、財政赤字 の削減が優先課題 として取 り上 げ られて いる(第3-1-1-1図 参

照)。 歳 出の内訳 をみ る と、保健福祉 費 の占め る割 合が年 々増加 してお り、現政権 は当該分野の制

度改革等 の実施 による歳 出の削減 を図 ろ うとしてい る。

一 方、米 国 にお ける失業率 をみ る と、1994年 において6.1%と なっ てい る。前年 に比 べ1 .3ポ イ

ン ト下 がってい る ものの、依然 として深 刻 な問題 となって いる(第3-1-1-2図 参照)。

336



第1節 米 国 卿 瀟 一

第3-1-1-1図 米国 における財 政収支の推移
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イNll構 想の概要

現政権がNTIAを 中心 として設置 した情報基盤 タ スクフ ォー ス(IITF)は 、 「全米1青報基

盤(NII)」 の促進 によ り社会 ・経済構 造の変革 を目指 し、 その構築 のための民間部 門の取組 を

補完 ・強化す るため、政府が9っ の 目標 に向か って行動 す るこ とを表 明 した 「NIIに 関す る行

動アジェンダ 」を1993年9月 に発表 した、

NIIの 整備 は、米国 の国際競争 力の強化 及び市場の拡 大 によ る、雇用の創出 と経済成長 の促

進を主な目的 としてお り、医療 、教 育、研 究、行政等 のサー ビ ス改善 によって国民生活水準 の向

上等 を もた らし、米国が抱 える諸問題 の解決 に大 き く貢献す るもの として位置づ け られ ている。

「NIIに 関 す る行動 アジェンダ」に示 された政府 によ る9つ の行動 目標 に関連 し
、!994年9

月、NII構 想 に基づ き過去1年 間 に進展 があった事例 に関す るフoログ レス ・レポー トが発表 さ

れた。同 レポー ト中で は、民間企業 の研究 開発 に対す る優遇税 制の施行、地方 の学校 ・病院 に対

する補助金の交付、NTIAに よる双方向情報基盤への ア クセ スを促進 す るための提案 の募集等

を挙 げてい る。
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■圃囎 第1章 各国の情報通信戦略の展開

第2節EU

1情 報通信政策の枠組み

1993年1月 、欧州共同体(EC)統 合市場 が発足 し、同年11月 、 マー ス トリヒ ト条約 の発効に

伴 い欧州連合(EU)が 誕生 した、EUに おいては、域 内にお ける人、物、サ ー ビス及 び資本の

移動 が 自由 な市場 を完成す るため に、域 内の電気通信の強化が重要 な要件 の一 つで あ る との認識

があ る。

EUの 情報通信政策 は、欧州 委員会 が閣僚 理事会 に提 案 を行 い、閣僚 理事会 が これ を採択する

こ とによって執 り行 われ るのが大筋で あ る。理事会 が採択 す る政策 手段 には、規則 、指令、決定、

勧告及 び意見があ るが、 これ らの うち最 も拘束力の強 い規則 は、すべ ての加盟 国 に対 して法 的拘

束力 を持 ち、 当該 国の国内法 に優先す る。

2主 な情 報通信政策

(1)電 気通信分 野への競争導入

ア 背景

電気通信 にお け るEUの 行動 の基本的 な目標 は、 電気通信 が、域 内市場統 合 に よる利益 の全面

的 な享受、世界 的 な経済競争 にお ける欧州 の地位 向上、欧州 の団結 力強化等 に中心的役割 を果た

すべ く、電気通信機器 の広大 な共同市場 を創 出 し、欧州 の電気通信網 とサ ー ビスを世界全体 の中

で 競争力のあ る もの とす るこ とにあ る。 この行動 の包括的枠組 み となって いるのが、1987年6月

の 「電気通信サ ー ビス及 び機 器の共同市場 の発展 に関す るグ リー ン ・ペ ーパ ー」で あ る。

EUで は、 これ まで は基本サー ビス(音 声 電話サ ー ビス)提 供 に関す る加盟 各国 の排他的権利

を認 める一 方、 それ以外 のサー ビスの提供 につ いて は自由化 す るこ ととしていた。

イ 概要

EUの 電気通信 自由化 スケジュール案 は、第3-1-2-1表 の よ うになっ てい る。1993年4

月、欧州委員会 は、1998年 まで に音声電話サー ビスの完 全 自由化 を実施 す るこ とをポ イン トとす

る 「電気通信サー ビス部門 にお ける状況見 直 しの諮 問結果 に関す るコ ミュニケー シ ョン」を採択

し、音声電話サー ビ スを含 む電気通信サ ー ビスの 自由化 に関す るスケジュール を、 電気通信閣僚

理事会 に提 案 した。 これを受 け、電気通信 閣僚理事会 は、域 内音声電話サー ビスの 自由化 の原則

的実施期限 を、1998年1月1日 とす るこ と等 に関 す る決議 を1993年6月 に採択 した。但 し、スペ

イン、ポル トガル、ギ リシャ及 びア イル ラン ドは、実施 につ いて5年 間の猶予が与 え られ、ルク

センブル グ及 びベルギー につ いて も2年 間の猶予が与 え られてい る。
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第3-1-2-1表EUに おけ る電気通信 自由化 スケ ジュール案

音声以外のサービス 衛星通信 移動体通信 基 本 音 声 サ ー ヒス

サ ー ビス の 自由化 1990～ 1994～ 進行中 1998～

イ ン フ ラの 自由化 1995～ 1995～ 1995～ 1998～

新規事業者の参入 1998～ 1998～ 1998～ 1998～

EU資 料により作成

同決議 を受 け、欧州 委員会 は、1994年10月 及 び1995年1月 に、情報通 信基盤 の 自由化 に関 するグ

リーン・ペ ーパ ーを相次 いで採択 し、電気通信 閣僚理事会 に提 出 した。その概要 は次の とおりで あ る。

① 情報通信基盤 の 自由化 に伴 う、欧州の産業の競争力の強化 を最 大の便益 と位置付 けた、 自

由化の段 階的実施の提 案

② 電気通信部門の完 全 な競争 のための規制の枠組 み確立 に係 る実質的内容(ユ ニバーサル ・

サー ビスの提供、 イン フラ及 びサー ビスの相互接続性 等)の 検 討

また、1994年11月 の電気通信閣僚理事会 にお いて、1998年 か らEU域 内にお けるすべ ての電気

通信インフラに関す る規制 を撤廃す る とい う決議 が採択 された。一方、欧州 委員会 が1995年 か ら

の自由化 を提唱 していた、 ケーブル テ レビネ ッ トワー クや各加盟国で認可 されて いる電 力事業者

及び鉄道事業者等の公共事業者 の、 自社用通信網(既 存代替 イン フラ)を 利 用 した通信サー ビ ス

の提供 に関 しては、加盟 国の合意 が形成 されず、最終 的 に設備べ一 スの規制撤廃期 限を1998年 と

す ることで合意 をみ てい る。

(2)汎 欧州ネ ッ トワーク構築 に向 けた行動計画

ア 背景

雇用の創 出、国際競争力の強化等 、EU域 内において達成すべ き課題 を示す ため、1993年12月 、

白書 「成長 ・競争 力 ・雇用 一21世 紀 に向 けた取組方法 」が欧州理事会で採択 された。 この中で、

EUは2000年 まで に1,500万 人の雇用 を創出 し、高 い水準で推 移 してお り深刻 な問題 となって い

る失業率(第3-1-2-2図 参照)を 半減 させ るこ とを目標 として掲 げている。 また、同臼書

では、 こ うした 目標 を達成 す るための手段の一 つ として情報通信基盤 の整備が うたわれてお り、

真の単一市場 の形 成及 び経済 発 展の た めの基 盤 と して、電気 通信 分 野 の汎欧 州 ネ ッ トワー ク

(TEN:TransEuropeanNetwork)構 築の必要性 が指摘 されてい る。

イ 概要

TEN実 現 の具体策 を検討す るた め、前述の白 書にお ける勧告 に基づ き組織 された専門家 グノレ

ープによって
、1994年6月 の欧州 理事会 に 「欧州 な らび にグ ローバ ル情報 社会 一欧州理事会へ の

勧告」 と題 された レポー ト(バ ンゲマ ン ・レポー ト)が 提 出 され、支持 を得 た、 その主 なポ ィン
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第3-1-2-2図EU主 要 国、米国及び 日本 におけ る失業率の推移
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トは、① 電気通信 の 自由化 の一 層の促進、②欧州 レベルで の規制機 関の設立 、③ ネ ッ トワー クの

相互接続性 、サー ビス とアプ リケー シ ョンの相互運用性 の確保、④標準 化の加速、欧州標準化プ

ログ ラムの見直 し、⑤ 国際通信 、長距離通信及 び専用 回線 の料金 の見 直 し、⑥ 知的所有権 、プラ

イバ シー及 びi青報 セキュ リティの保護 に関 す る共通で合意 された規制枠組 みの確 立、⑦10の アプ

リケー シ ョンの提 案、 となってい る。

欧州 委員会 は これを受 け、 その具体的 な行動 計画 を示 した 精 報社会 に向 けた欧州 の取 り組み

方 一行動計画」を1994年7月 に採択 した。 この中で、欧州委員会 は それ まで採 用 ・検討 が行 われ

た行動や提 案 を評価 し、今後必要 な行動 を周知す る とともに、「規制及 び法 的枠組 み」、「ネ ッ トワ

ー ク、基 本サー ビス、 アプ リケー シ ョン及 びサ ー ビス内容」、 「社会 的 ・文化的側 面」及 び精 報社

会 の促進 の ための活動 」の4分 野 につ いて、具体的 スケ ジュール に基 づ き関係機 関が検 討 を行 う

こ とを要 請 してい る。

第3節 英国

1情 報通信政策の枠組 み

英 国の情報通信政策 は、電気通信分野で は、貿易産業省(DTI:DepartmentofTradeandIn-

dustry)が 新規事業者 に対 す る免許付 与等 を、電気通信 庁(OFTEL:OfficeofTelecommuni,

脚
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cations)が 、免許付与後 の事業者 の監督 、既 存事 業者 に対す る免許期 間の改定、新規事業 者への

免許付与 に関す るDTIへ の助言等 を担 当 してい る。一 方、放送分野で は、国民文化省が英 国放

送協会(BBC)の 監督 等 を、独立 テ レビ委員会(ITC:IndependentTelevisionCommission)

が商業放送事業者 に対 す る免許付与及 び規制監督 を行って いる。

過去 において、政府直営で あった英国の電気通信事業 は、1969年 の郵便 電気通信公社への移管、

1981年 の郵便事業の分離 によ る英 国電気通信 公社 の設立 を経 て、1983年 まで独 占的 に提供 されて

きたが、同年 にお ける競争 の導 入及 び1984年 におけ る英 国電気通信公社の民営化 によ る英国電気

通信会社(BT)の 設立 が続 いた。

2主 な情 報通信政策

(1)事 業の民営化及 び競争の促進

1980年 代前半 の英 国 は、財政赤字、高 いインフレ率及 び低 い経済成長率 に悩 まされ ていた。 当

時の政権 は、 こう した英 国経済 の建 て直 しを図 るには、 自由競争が その源 になる といった新保守

主義を掲げ、 この考 えに基づ いて、運輸 、エネルギー、水道等の広範 囲 にわた る国営企業の民営

化を行った(第3-1-3-1表 参照)。

第3-1-3-1表 英 国における主要国営企 業の民営化の動向

民営化開始年 電気通信 エネル些1運 輸 その他

1979/80

1980/81

!981/82

!982/83

1983/84

ケーブ ル&ワイヤレス

(国 際 通 信)

Internat10nal

Aeradlo(通 信)

(サ ッチ ャ ー 政 権 第1期)

ブ リティッシュ・へ.トロリアム

(石 油)

ブ リトイル(石 油)

ナショナル・フレイッ(陸 運)

A.ブ リティッシュ・ホ㌧ ト

(港 湾)

ICL(エ レクトロニクス)

ブ リティッシュ・アエロスへ.一

ス

ァマシャム・インターナショナル

(機 械)

ブ リティッシュ・シュガ ー

英 国 鉄 道 ホテル

1984/85

1985/86

1986/87

ブ リティッシュ・テレコム

(通 信)

wytchfam(石 油)

エンタープ ライズ ・オイル

デ リティッシュ・ガ ス

(サ ッチ ャ ー 政 権 第2期)

Sealink(フ ェリー)

ブ リティッシュ・エアウェイズ

ジ ャガ ー

InmOS(半 導 体)

1987/88

1988/89

!989/90

(サ ッチ ャ ー 政 権 第3期)

ブ リティッシュ・エアホ㌧ ッ ロー1レス・ロイス

水 道 公 社

「欧 米 の規制緩 和 と民営 化 一動 向 と成 果一」(規 制緩 和 ・民 営 化研 究会)に よ る
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こ うした背景 の ド、電気通信事業 にお いて も民営 化が なされた。1982年 、政府 は それ まで英国

電気通信 公社 による独 占で あった電気通信 事業 に、競争事業者1社 の事業免許 の付与 を行 い、1983

年 には、英 国の電気通信事業 において、有 力な競争事業者 の育成 を図 るた め、英 国 の電気通信事

業 免許 を7年 間 は当該2社 以外 に付与 しない旨の複 占政策 を打 ち出 した。翌1984年 には、1984年

電気通イ謝去の成立 とともに、英 国電気通信 公社が民営化 された、

(2)複 占政策の見直 し等

7年 間の複 占政 策 は、電気通信 市場 にお け る競 争促進 及 び利 用者 の選択 の拡 大 を 目的 として

1990年 に見直 され、その結果 は1991年 に政策 白書 「競争 と選択 ～1990年 代 のた めの電気通信政策」

としてDTIに よって発表 された。

当該 臼書 は、1990年 代の電気通信政策 の枠組 み を定 めた もので、国 内固定通信網 にお ける複占

は廃止 し、新規事業者の参入 を認 め るこ とを主眼 として い る。

これ によ り、英 国国 内において市内及び長距離 電気通信事業者 への免許 付与が認 め られ、音声

回線 及びデータ専用 回線の双方 にお け る全国的 な競争環境 が実現 した。 また、国際電気通信 にっ

いて は、世 界的 に競争環境 が整 うまで の問の事業者保護 の観点 か ら、新規 免許 付与 を行 わず、複

占を継続 す る方針が とられてい る。

ケーブル テレビ事業 につ いては、電気通信サ ー ビスへ の進 出が大幅 に認 め られ、これ を受 けて、

ケーブル テレビ電話サー ビスが、市場 にお けるウェイ トは極 めて低 い ものの伸 長 しつつ あ る(第

3-1-3-2図 参照)。

第3-1-3-2図 英国 にお けるケーブ ルテ レビ電話 加入数の推移
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OFTEL資 料 、 「TheCaseforCable」(TheCableTelevisionAs-

sociatlOn)に よ り作 成

()内 は 、 対BT竜 話 加 入 者 数 比(各 年3月 末 現 在)
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また、BT等 の公衆 電気通信事業者 が、既存 の 自社網 を利用 して娯 楽サー ビスを提供 す るこ と

を少な くとも10年 間禁止 す るこ とによって、ケーブルテ レビ事業者の投 資意欲 及 び効果的 な競争

の促進 を図って い る。

第4節 フランス

1情 報通 信 政 策 の 枠 組 み

フランスの情 報 通 信 政 策 は、電 気通 信 につ いて は、1993年3月 に郵 電 省 と産業 省 との合併 に よ

りで きた産業 ・郵 便 電 気 通 信 ・貿 易 省 にお い て、同年12月 の組織 改 革 に よ り設 置 され た郵 便 ・電

気通信総 局(DGPT:DirectionG6n6raledesPostesetT616communications)が 担 当 してお

り、規制、 国 際交 渉 及 び フ ラン ス テ レ コムの監 督 を担 当 して い る。 一 方 、 放送 につ いて は、 コ ミ

ュニ ケー シ ョン省 及 び視 聴 覚最 高 評議 会(CSA:ConseilSup6rieurde1'audiovisuel)が 、 放 送

機関の監督 等 を担 当 して い る。

電気通信事 業 は、 国 営会 社 で あ るフ ラ ン ステ レ コムが 独 占 に よ り運 営 して い るが 、1998年 を 目

標 とす るEU域 内 音声 電話 サ ー ビ スの 自由化 等 に柔 軟 に対応 し、 主 導 的 な立 場 を維 持 す るた め、

1993年8月 、 フ ラン ステ レ コム を株 式 会 社 化 し、株 式 の 過 半 数 を政 府 が保 有 す る旨の 閣議 決 定 が

なされ、民 営 化 に向 け動 き出 して い る。 しか しなが ら、労 働 組 合 等 に よ る民営 化反 対 の圧 力 も一

方で強 いた め、 実施 が 先送 りとな っ て い る。

2主 な情 報通信政策

(1)テ レマテ ィーク政策

1978年1月 、「社会 の情報 化 に関 す る報告 書(ノ ラ・マ ンク・レポー ト)」が発表 され、その中で

「テレマテ ィー ク(情 報処理 と電気通信 の高度 な結合)政 策 」が打 ち出 され、 テ レマ ティー ク社会の

実現、テレマ ティー ク関連産業の育成 といった、国家主導 に よる電気通信産業の発展が推進 され る

ことになった。これ は、電気通信 関連投 資額 が、1975年 か ら1979年 にか けて3倍 強 に拡大 して いる

ことか らもうかが え、フラン スが世界有数の電気通信 インフラを整備 し、欧州 におけ る電気通信政

策での指導的立場 を確立 す る契機 となった政策 の大転換であった(第3-1-4-1図 参照)。

343一



噸闘嬬 第!章 各国の情報通信戦略の展開

第3-1-4-1図 フ ランス にお ける電気通 信関連投資額 の推移
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同政策 は1981年 に成立 した新政権 にお いて も継承 され、フランスを米国及 び 日本 に続 く第3の

エ レク トロニクス産業 国 とす るこ とを 目標 に推進 され、 ビデ オテ ックス、 ファクシ ミリ、 テレテ

キス ト等の広範 なサ ー ビス ・機器 の開発及 びインフラの整 備が進 み、 フランスの電気通信 は飛躍

的 に発達 した.

しか しなが ら、 この よ うな国家主導 の電気通信政策 は、技術革新、合理化 の立 ち遅 れ等 による

行 き詰 ま り、ECの 政策 との整合i生を とる必要i生な どか ら方向転 換 を迫 られ、1986年 の保革共存

内閣発足 を契機 に、競争導 入が進 め られて いった、

② フランス版情 報ハ イ ウェイ構想

情報 通信基盤整 備 に関 し、 フランスは我が国及 び米国 と上1鮫して、デ ジタル化率 が最 も進んで

い る(第3-!-4-2表 参照)。 しか しなが ら、1993年9月 の米 国の「NII行 動 アジェンダ」、

1994年5月 の我 が国 の電気通信審 義会答 申 「21世紀 の知的社会へ の改革 に向 けて」な ど、情報通

信基盤 の整備構 想が相次 いで打 ち出 された こ とか ら、 フランス にお いて も情報 通信基盤 の整備へ

の気運が高 まっていた。

第3-1-4-2表 主要諸国におけ るデ ジタル化率比較

国 デジタル比率

日 本 83%

米 国 65%

英 国 64%

フ ラ ンス 85%

鈎

郵 政 省 資 料 に よ る

(注)[1本 は 、NTTの1994年 度 兄 込 み 、 米 国 は 、1993年

NBI社 の 調 査 、 ウ芝iil1は、1993年BT{俗 欠報 告 ,1芋、 フ

ラ ン ス は ・1994年 の フ ラ ン ス テ レ コ ム 資 料 ・に よ る
。
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現首相 の命令 によ り、情報・・イウェ イの構築 を推進 す る政策 につ いての調査 を元DGPT局 長

が行い、 その報告書 が、1994年10月 に首相 に提 出 された。同報 告書 は、情報ノ・イウェ イを 「世界

的な挑戦」、 「雇用の創 出を期 待で きる社会 的使 命 を帯 びた もの」と位 置付 け、2015年 まで に フラ

ンスの全家庭 と国民の活動範 囲のすべ て に対 し、光 ファイバ によ る情報・・イウェ イを整備す るこ

と等 を国家 目標 として掲 げ てい る。 また、 この た めに必要 なハー ド及 び ソフ トの合計 投資額 を

1,500億 ～2,000億 フラン と試算 してお り、電気通信事業者 としてフランステレコムが果 たすべ き

役割の重要 陛を強調 してい る。

また、情報ハ イウェ イの進捗状 況 に関 して、取組 の立 ち遅 れを指摘 し、国際競争 に乗 り遅れ な

いよう警告 してい る。

これに基づ き、同年10月 に関係 各省 による省間委員会が催 され、各界か らのパ イ ロッ ト ・プ ロ

ジェク ト案の提案募 集の計 画が発表 された。プ ロジェ ク ト案 は1994年11月 に入札 が開始 され、採

択の過程 を経 て、1995年2月 末 にはプ ロジェ ク トの選定が なされ、これ らの実現 のた めに2年 間

で5億 フランの財政支援 を行 うこ とが決定 された。

第5節 ドイツ

1情 報通信政策 の枠組み

ドイツで は、1989年 の第1次 郵 電改革 によって、規律行政 と事業運営 が分離 され、連邦郵便電

気通信省が電気通信の監督機 関 として規律行政 のみを担 当 し、電気通信事業 に関す る免許承認及

び電波監理 につ いての権 限 を有 す る とともに、電気通信網 に接続 され る端末機 器の認 定業務 を行

っている。

一方、同省 は、放送分野 にお け る技術面 に関 して も監督権 限 を有 してい るが、商業放送事業者

の認可、運営等事業的側 面 につ いての規制監督権 限は、連 邦内割 ・卜iのメデ ィア庁(州 によっては、

放送委員会、放送庁 な ど異 な る名称 を持 つ)が 有 してい る。

2主 な情報通信 政策

(1)競 争の導入及び事業の民営化

第1次 郵 電改革 によって、電気通信事業 の運営 は、連邦郵 便電気通信省 の事業部門が省か ら独

立 して公益事 業体 組織 となった、DBPテ レコム によ り行 われ るよ うになった。

DBPテ レコムは、 イン フラ整 備の任務 の確保等 のため、電話サー ビ ス及びネ ッ トワー ク(衛
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醐籔 第1章 各国の情報通信戦略の展開

星 通信、移動体通信 を除 く)に つ いて、ユ ニバーサル ・サ ー ビス としての提 供 が義務 付 け られる

一方、独 占が認 め られた。 しか しなが ら、 それ以外 の分野 にお いて は競争が導 入 され、移動体通

信、衛星通信、デー タ通信等 の分野 において、小規模 で はあ るが事業 への新 規参 入が み られた。

1990年10月 の東西 ドイッ統 一 に伴 い、政府 は旧東 ドイツ地域 の電気通信網整備 のた め、多額の

資 金 を調達 す る必要 に迫 られ、翌1991年 か らDBPテ レコムの民営化論議 が急速 に浮上 して きた。

また、DBPテ レコム にお いて も、経営の柔軟 注 と国際的 な事業展開 の可 能 性が期 待で きること

か ら、株式会社化 の気運 が高 まっていた。

こう した こ とを背景 に、1995年1月 か ら実施 された第2次 郵電改革 によって、DBPテ レコム

は株 式会社 化 され、 ドイツテレコムが発足 した。

なお、EU域 内 にお ける音 声電話サー ビスの 自由化が決 定 された こ とか ら、 ドイツテレコムに

よ る電話サ ー ビスの独 占は、1997年 末 に廃止 され るこ ととなってい る。

(2)情 報通信基盤の整備等

旧東 ドイツ地域 の、旧西 ドイッ地域 との情報 通信基盤 の格差 は、電話の普 及率 に も表 れている

(第3-1-5-1図 参照)。 東西 ドイッ統一後、DBPテ レコムは、 旧東 ドイ ツ地域 の電気通信

を旧西 ドイツ地域並 み に引 き上 げ るために策 定 したプ ロジェ ク ト 「テ レコム2000」 を実施 し、 こ

れによ り同地域 の電気通信事情 の改善が進 んで い る。

第3-1-5-1図 ドイツにおける電話普及率等の 旧東西地域 比較
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第5節 ドイ ツ 撒 秘欄

政府にお いて も、第2次 郵 電改革 によ り民営化 された ドイツテレコムの株 式 を1996年 か ら1998

年にかけて市場 に放 出 し、 旧東 ドイツ地域の イン フラ整 備のた めの資金調達 を図 るこ とを予定 し

ている。

一方、欧州最大 規模 の光 ファイバ網 実験 が シュ トゥッ トゥガル ト周辺で1995年 内 に開始 され る

ことが、1994年8月 、 バーデ ン ・ヒュル テンベル ク州政府 か ら発表 された。 この発表 による と、

今回の実験 は1995年1月 に民営化 に移行 した ドイ ツテ レコム及 び地域 の電子機 器 メー カーの協

力を得て約4千 の家庭 及び企業 を結ぶ もので、 ビデ オ ・オン ・デマ ン ド、遠隔勤務等 のマルチ メ

ディァの可能性 を検証す るこ とを 目的 としてい る。想定 され る費用は約1億 ドイツマル クであ る。

第6節 韓国

1情 報通信政策の枠組み

韓国で は、 これ まで逓信部 が電気通信 に関す る政策立 案 ・規制 及び電波行政 を担 当す る一方、

公報処が放送 に関す る監督権 限 を有 して いたが、1994年12月 、政府組織 の改編 が実施 され、公報

処における衛星放送及 びケーブル テレビの事業許可権 限 と、商工資源部、科 学技 術処等 にあった

情報通信関連権 限 ・機 能 を、逓信部 を改編 して新設 した情報通信部 に統合 ・一一元化 し、国家発展

戦略産業 としての情報通信事業育成体制 の確立 を目指 す こ ととなった、 ただ し、上 述以 外の放送

関係の規制及び運営 に関す る権 限 は、引 き続 き公報処が有 してい る。

2主 な情報通信政策

(1)競 争の導入及び事業の民営化

政府は、今後一層 の進展 が見込 まれ る技 術革新 、利用者 ニー ズの 多様 化、世界的 な電気通信市

場の 自由化 ・規制緩和等 の通信市場 を取 り巻 く環境 の変化 に対応す るため、1989年12月 、韓 国電

気通信公社(KTA)の 民営化 を主眼 とす る 「韓 国電気通信 公社法」の改正 を実施 す る とともに、

1990年6月 、市 内電話事業 にお け るKTAの 独 占維持、長距離 ・国際通信及 び移動体通信事業 に

おける漸進 的 な競争の導 入等 を内容 とす る基本方針 を決 定 した。

これを受 け、1991年 にKTAは 株式会社化 され、韓国通信(KT)が 発足 した。 市内電話事業

において、KTは 独 占を維持 して いるが、国際電気通信事業 にお いては複占に よる競争体制 が確

立 した。 また、移動体 通信 につ いては、KTの 子会社 によ る独 占で あったが、新 たな事業者 の参

入が決定 され、1996年 か らサー ビスが開始 され る予 定で あ る。

347一



一一 第1章 各国の情報通信戦略の展開

1994年6月 には、通信事業 の多角化 及び巨大化 のす う勢 に対応 し、国際化 に備 えて通信事業の

競争 力 を強化 し、多様 な新 規サー ビスの需要 に こた えるた め、 電気通信基 本法、公衆 電気通信事

業法 の改正 を含 む通信事業構 造の改編 方針 を確 定、発表 した。

(2)情 報通信基盤 の整備

逓信部 は、情報 通信基盤 の整 備 を、21世 紀 の情報社会 の核 として、 また、世界経済 のグ ローバ

ル化 の時代 にお ける国際競争 力強化の ための基礎 として位置づ け、今後 その整備 を推進 す ること

を 目的 に、1994年4月 、「超高速情報通信網構築計画」 を発表 した。

同計画で は、アプ リケー シ ョン ・技術 開発 を含 めて44兆7,777億 ウォンをか け、2015年 まで に音

声、 データ、画像等 の情報 を超高速で伝 送す る通信網 を全国規模 で構築 す るこ ととしてい る。第

1段 階で は、1997年 中に80の 主要都市 を光 ファイバで結 び、155Mb/sでi青 報 を伝送 す るこ ととし、

最終段 階で は、2015年 まで に10Gb/sの 高速通信網 を構 築す る計 画で あ る。

また、1994年7月 に、逓信部(現1青 報通信部)長 官 を中心 に、関連政府機i関によ り構 成 され、

情報通信基盤 の構築事業 の総合的管理及 び支援 を行 うこ とを 目的 とす る 「超 高速i青報 通信基盤構

築企 画団」が設置 され、現在、情報通信部 の下で運営 されてい る。

第7節 シンガポール

1情 報通信政策の枠組み

シンガポール は早 くか ら東南 ア ジア、 ひいては世界 の金融、商業、交通等 のハ ブ(中 核)と な

るこ とを目指 して基盤施 設の整備 を推進 してい る。 これ によ り、通信サ ー ビス も目覚 ま しい発展

を遂 げ、世 界の情報通信基地 としての地位 を確 立す るに至 ってい る。

1992年4月 の電気通信改革 によって、電気通信事業等 の許 認可、電波 監理等 の規制業務 を担当

す るシンガポール電気通信庁(TAS:TelecommunicationAuthorityofSingapore)が 、通信

省 の下 に設置 され る とともに、 それ まで公社形態 によって運営 されて きた電気通信事業 は、民営

化 によっ て設立 された シンガ ポール ・テレコム に移管 された。TASは 、 シンガ ポール ・テレコ

ムに対 し15年 間(2007年 まで)の 基本 電気通信事業 の独 占免許 及 び5年 間(1997年 まで)の 移動

体通信事業 の独 占免許 を付与 して いる。

一 方、放送分野 にお いて は、情報 ・芸術省 が監督 を行 っ ている。
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第7節 シ ンガ ポ ー ル 徽 照 噸

2主 な情 報 通信 政策

1992年3月 、 シ ンガ ポ ー ル政 府 は、「IT2000:イ ン テ リジ ェ ン ト ・ア イ ラ ン ド構 想 」を 発表 し

た。同構 想 は、2000年 に向 けて、 新 しい情 報 イン フ ラを構 築 し、 シンガ ポ ー ル を 「イ ンテ リジ ェ

ン ト ・ア イ ラ ン ド」 にす る こ とを 目標 と し、 世 界 の ノ・ブ へ の 発 展 、経 済 の推 進 力 の加 速 等 に よ っ

て、情報 技 術 を活 用 して新 しい国家 情 報 イ ン フ ラを構 築 す る こ と と して い る。シ ンガ ポ ー ルで は、

1994年9月 に国 内電 話 通 信 網 の 完 全 デ ジ タル 化 を完 了 した ところで あ り、今 後1997年 まで に は全

国的 な光 ファ イバ 網 整 備 を実 現 す る予 定 で あ る。

一 方
、世 界の ハ ブ としての シ ンガ ポ ー ル の競 争 力 を維持 す るた め、TASは1995年1月 か ら公

衆電気通 信 サ ー ビ スの再 販 を 自由化 した。 これ に よ り、現 在 シ ンガ ポ ー ル ・テ レ コムが 独 占的 に

提供 してい る各種 公衆 電気 通 信 サ ー ビ ス につ い て、再 販 レベ ルで の 競争 導 入 が図 られ る こ と とな

った。

第8節 国際的な取組

1Gll構 想

GIIは 、「強固で持 続可能 な経済 発展」、「強 力な民主主義」、「地球 的及び地域的 な環境 問題 へ

の挑戦」等 を目的 とし、「すべ ての人々が コ ミュニケー シ ョンで きる情報 スーパ ーハ イウェ イによ

って地球 を取 り巻 く世 界的 情報 ネ ッ トワー ク」と定義 され、1994年3月 のITU世 界電気通信 開

発会議 において米 国副大統領 によ り提唱 された。

米国は、GII構 築 の5原 則 として、① 民間投 資の促進、②競争の促進、③急速 な技術進歩 と

市場の変化 に対応で きる規制 の在 り方、④すべ ての情報提供者 に開かれたネ ッ トワー クの提供、

⑤ユニバーサル ・サ ー ビスの確保、 を掲 げてい る。

その後、世界的 な情報 インフラの構 築 につ いては、ナポ リ ・サ ミッ トの合意 に基づ き、1995年

2月 にベルギ ーのブ ラッセル にお いて開催 された 「情報社会 に関す る関係閣僚会 合」 にお いて、

世界的な情報社会 の実現 のための8原 則等(第2部 第2章 第2節1(3)参 照)に ついてG7各

国のコンセ ンサ スを得 た。

2AlI構 想

AIIは 、 ア ジア ・太平洋地域 内で、ユーザーが活発 に情報 通信 の利 用 を行 うこ とを 目標 とし

ようとす る もので、1994年5月 の 日韓郵政大 臣会談 にお いて初 めて用 い られた。AIIの 構 築 は、
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ア ジアの持続的経済成長、 文化 ・生活水準 の向上 もた らす もの と期待 され る。

1994年8月 に我 が国 の提唱 によ り開催 されたAIIに 関す るAPT臨 時会 合 にお いて、我が国

は次 の4点 を骨子 とし、AIIの 概 念 を示 した。

① 情報通信基盤整備 は、経済 発展や社会 問題 の解決 の鍵

② 情報 通信基盤整備 は、通信網整備、 自由な端末接続 の推進 、 アプ リケー シ ョン開発、 アブ.

リケー シ ョンを妨 げ ない法的枠組 み整備 を包含 した総合的取組 が必要

③AIIは 、APTに お ける情報通信基盤 整備 の検討 の際 の概 念

④AIIは 、他地域 との協 力 を進 め世界的 な情報通信基盤 につ なげ るべ きもので 、 このため

担 うAPTの 役割 は重要

これは、加盟 各国 に対 しおおむね理解が得 られ、今後APTに お いて、AIIに 関 す る議論を

継続 してい くこ とが合意 された。

さ らに、同年11月 のAPT管 理委員会 において も、APTがAIIの 構 築 に向 けて積極的 に取

り組んで い くこ とが確認 された。
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